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平成１９年度                    採用試験案内 
 
 

                           平成１９年４月１７日 
高 知 県 人 事 委 員 会 
高 知 県 警 察 本 部 

 

 受 付 期 間：平成１９年５月１４日(月)から５月３１日(木)まで 
郵送の場合は、５月３１日(木)までの消印のあるものに限り受け付けます。 

 第１次試験日時：平成１９年７月８日(日) 午前９時から 

※ 試験区分「警察官Ａ男性」の第１次試験は、警視庁及び大阪府警察本部との共同試験です。 
 
１ 試験区分、採用予定人員及び職務内容 
都 府 県 試 験 区 分 採用予定人員 職  務  内  容 

警察官Ａ男性 ４７ 名 

警察官Ａ男性 
(武道指導) 

柔道 １ 名 
剣道 １ 名 

高  知  県 
(高知県警察) 

警察官Ａ女性  ４ 名 

東  京  都 
(警 視 庁) 

警察官Ａ男性 ３ 名 

大  阪  府 
(大阪府警察) 

警察官Ａ男性 ３ 名 

個人の生命、身体及び財産の保護、犯罪の予
防・鎮圧及び捜査、被疑者の逮捕、交通の取締り
その他公共の安全と秩序の維持等の任務に従事
します。 
また、武道指導は、上記のほか、警察官に対す
る柔道又は剣道の技術指導等の業務にも従事し
ます。 

（注意）(1) 試験区分「警察官Ａ男性」は、高知県人事委員会が警視庁及び大阪府警察本部と共同し
て第１次試験を実施しますので、申込みの際には５ページの 11 共同試験をよく読んでく
ださい。「警察官Ａ男性（武道指導）」、「警察官Ａ女性」は、高知県以外を志望する
ことはできませんので注意してください。 

 
(2) 申込み後は、試験区分及び志望先の変更は認めません。 

 
２ 受 験 資 格 
次の(1)から(4)までに該当する人 
 
(1) 年齢・学歴等 

高 知 県 
大 阪 府 

昭和52年４月２日から平成２年４月１日までに生まれた人で、学校教育法による４年制
の大学等を卒業した人又は平成20年３月31日までに卒業見込みの人 

東 京 都 
昭和 52 年７月 10 日から平成２年４月１日までに生まれた人で、学校教育法による４年
制の大学等を卒業した人又は平成20年３月31日までに卒業見込みの人 

 ※ 学校教育法による４年制の大学等の範囲については、高知県人事委員会事務局にお問い合わせ
ください。 
 
(2) 日本国籍を有する人 
 
(3) 地方公務員法第 16条に定められている次のいずれにも該当しない人 
ア 成年被後見人又は被保佐人（準禁治産者を含む。） 

高知県警察官Ａ男性 
高知県警察官Ａ女性 
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イ 禁錮
こ

以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの
人 
ウ かつて受験を希望する地方公共団体の職員であって、当該地方公共団体において懲戒免職の処
分を受け、当該処分の日から２年を経過しない人 
エ 日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結
成し、又はこれに加入した人 
 
(4) 試験区分「警察官Ａ男性(武道指導)」については、次の要件を満たす人 

柔  道 段位が３段以上  (大学等を卒業見込みの人は、２段以上)  

剣  道 段位が４段以上 (大学等を卒業見込みの人は、３段以上) 

 
３ 身体的要件の合格基準（高知県の場合） 

試験区分 
項目 

警察官Ａ男性（武道指導の受験者を含む） 警察官Ａ女性 

身    長 １６０cm以上 １５３㎝以上 
体   重 ４７kg以上 ４５kg以上 

胸   囲 ７８㎝以上  

握   力  ２０kg以上 

視   力 両眼とも裸眼視力が0.6以上又は矯正視力が1.0以上 

色   覚 警察官として職務に支障がないこと 

聴    力 正常であること 

そ の 他 警察官として身体に職務遂行上の支障がないこと 

※ ひとつでも基準を満たさない場合は、他の試験の種目の得点に関わらず高知県警察の第１次試験
に不合格となります。 
 東京都・大阪府は、身体基準が異なりますので、高知県人事委員会事務局にお問い合わせくださ
い。 
 
４ 受験手続き 

＜直接申込む場合＞ 
申込書に必要事項を記入し、高知県人事委員会事務局へ提出してください。 
高知県人事委員会事務局の所在地は、８ページの地図をご覧ください。 申  込 

方   法 ＜郵送で申込む場合＞ 
申込書に必要事項を記入し、封筒の表に「警察官Ａ受験」と朱書のうえ、簡易書留で高
知県人事委員会事務局へ送付してください。 

受付期間 

○平成19年５月14日（月）から同年５月31日（木）まで（土曜日、日曜日を除く。） 
受付時間は、午前９時から午後５時30分まで 
○郵送による申込みは、平成19年５月31日（木）までの消印のあるものに限り受け付けま
す。 

受 験 票 
の 送 付 

受験票は、７月２日（月）頃に発送します。到着が遅い場合は、高知県人事委員会事務局へ
お問い合わせください。また、受験票で、第１次試験の受験場所もお知らせします。 

受験票の 
取 扱 い 

送付された受験票は、以下の事項を守って、試験当日に必ず持参してください。 
受験票を忘れた人及び受験票に写真を貼り付けていない人は、受験できませんので注意し
てください。 
○受験票の写真欄には、最近６か月以内に撮影した写真（上半身・脱帽・正面向き、縦４cm
×横３㎝のもの）を貼り付けてください。 
○試験成績開示請求書（点線より下）は、切り離して保管してください。 
最終合格発表後に試験成績の開示を請求する場合に必要となります。 
（請求の方法は、６ページの「12 試験成績の開示」をご覧ください。） 
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５ 試験の日時及び場所 
区 分 種 目 日     時 場       所 

第１次試験 

教 養 試 験 
身 体 検 査 
体 力 試 験 
(武道指導の 
受験者を除く)       
実 技 試 験 
(武道指導の 
受験者のみ) 

平成19年７月８日（日） 
 
午前９時から午後５時ごろまで 
(試験会場入口に、受験番号ごと
に試験室を掲示しますので、午
前９時までに試験室に入室して
ください。) 

○男性 
高知市城北町１－１４ 
高知小津高等学校 
 または 
 高知市丸ノ内２－２－４０ 
  高知丸の内高等学校 
※ 受験場所は、受験票でお知らせし
ます。 
○女性 
 高知市丸ノ内２－２－４０ 
  高知丸の内高等学校 

第２次試験 

論 文 試 験 
口 述 試 験 
適 性 検 査 
身体精密検査 

平成19年８月２日（木）から８
月８日（水）までの間に実施す
る予定ですが、詳しい日程・場
所等については第１次試験の合
格通知の際にお知らせします。 

○高知市桟橋通４－15－11 
高知南警察署 
（試験会場が変更となる場合があり
ます。） 
○高知市丸ノ内２－４－１ 
高知県庁北庁舎  

※ 第２次試験は、第１次試験の合格者についてのみ実施します。 
 第１次試験会場の所在地は、８ページの地図をご覧ください。 

 
６ 試験の方法、内容及び配点 
(1) 第 1 次試験 

種 目 内             容 

教 養 試 験 
警察官として必要な大学卒業程度の一般的知識及び知能についての五肢択一式による筆記
試験 （ 出題数 50題 解答時間 2時間 30 分 ） 

身 体 検 査 

２ページの「３ 身体的要件の合格基準（高知県の場合）」に定めている身体を有している
かどうかなどについて、次のことを検査測定します。 
ア 身長  イ 体重  ウ 胸囲(男性のみ)  エ 視力  オ 指及び関節運動 
カ 握力(女性のみ) 
※ コンタクトレンズ又は眼鏡を使用する人は必ず持参してください。 

体 力 試 験 
(武道指導の 
受験者を除く) 

職務遂行に必要な体力及び運動能力を有しているかどうかについて、４ページの体力
試験の種目及び最低合格基準（高知県の場合）に定めている種目について試験を行い
ます。 
※ 運動服、ショートパンツ及び体育館で使用する運動靴が必要ですので、必ず持参
してください。 
 持久力を測定する種目もありますので、体調管理に留意してください。 

実 技 試 験 
(武道指導の 
受験者のみ) 

柔道又は剣道について、武道指導者にふさわしい技能、気力、体力等を有しているかどう
かを実技で試験します。 
※ 柔道の受験者は柔道着を、剣道の受験者は剣道衣・袴・防具及び竹刀を必ず持参し
てください。 
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体力試験の種目及び最低合格基準（高知県の場合） 

試験区分 
種 目 

警察官Ａ男性（武道指導の受験者を除く） 警察官Ａ女性 

反 復 横 飛 び ２０秒間で４３回以上 ２０秒間で４１回以上 

腕 立 て 伏 せ ２０回以上（２秒に一回） １０回以上（２秒に一回） 

上 体 起 こ し ３０秒間で２３回以上 ３０秒間で１７回以上 

20ｍシャトルラン ４４回折返し ２９回折返し 

※ 腕立て伏せについては、肘を曲げたときに、男性は床に、女性は高さ９センチの基準物に、顎
を接触させる形で実施します。 
※ 体力試験は得点化し、教養試験との合計で総合点を算出します。体力試験で２種目以上にわた
り上記基準を満たさない場合又は４種目の得点の合計点が基準を満たさない場合には、教養試験
の得点に関わらず、高知県警察の第１次試験に不合格となります。 
 
(2) 第２次試験 

種  目 内          容 

論 文 試 験 警察官として必要な識見、表現力等についての筆記試験 

口 述 試 験 
人物､人柄等についての集団討論及び個別面接による試験 
 (個別面接は２回行います。) 

適 性 検 査 職務遂行に必要な適格性を有するかどうかについての検査 

身体精密検査 胸部疾患の有無、その他色覚、聴力などについての検査 

 
(3) 各種目の配点 

種 目 
試験区分 

教養試験 体力試験 実技試験 論文試験 口述試験 総合得点 

武道指導以外 80 点 20 点 － 

武 道 指 導 50 点 － 50点 
50 点 150 点 300 点 

※体力試験、実技試験又は口述試験の成績が合格基準に達しない場合は、他の種目の成績にかかわ
らず、不合格となります。 

 
(4) 教養試験の出題分野 

試験区分 出  題  分  野 

全試験区分 社会科学、人文科学、自然科学、文章理解、判断推理、数的推理、資料解釈 

 
７ 申込状況の発表 
申込状況については、高知県人事委員会のホームページ 

http://www.pref.kochi.jp/~jinjiiin/keikaku.htm に随時掲示します。 
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８ 合格発表 
区 分 時 期 場    所 

第１次試験 
合 格 者 

７月中旬 

最終合格者 ８月下旬 

合格者の受験番号を県庁玄関の掲示板及び高知県人事委員会のホームペー
ジに掲示するとともに、合格者には文書で通知します。 

 
９ 採  用 
(1) 最終合格から採用までのスケジュール 
最終合格者は、各試験区分ごとに作成される採用候補者名簿（有効期間：原則として１年間）に
登載されます。採用候補者名簿に登載された人は、警察本部長からの請求に応じて成績順に提示さ
れます。警察本部長は、提示された採用候補者のうちから順次採用者を決定します。 
 
(2) 採用の時期 
採用は、原則として平成 20 年４月１日の予定です。 

 
(3) そ の 他 
平成 20 年３月 31 日までに大学等を卒業する見込みで受験し、この試験に合格して、採用候補者
名簿に登載されても、平成 20 年３月 31日までに卒業しなければ、採用されません。 
また、これ以外の人でも、欠員等の状況によっては採用されない場合があります。 

 
10 採用後の給与及び進路等 
(1) 警察官の給与は、警察官給料表が適用され、平成 19 年４月１日現在の初任給は 185,300 円です
が、採用前の職歴等に応じて加算される場合があります。 
なお、このほかに期末手当及び勤勉手当が支給され、また、支給要件に該当する人には、扶養
手当、通勤手当等が支給されます。 
 

(2) 勤務に必要な制服、その他の装備品は支給されます。 
 
(3) 採用決定後は、巡査に任命され、高知県警察学校及び警察署において 15 か月間の採用時教養を
受けた後、県内の警察署において勤務につきます。 

 
(4) 採用後は、本人の努力次第で、昇任試験又は選考により、巡査部長→警部補→警部→警視と上
級幹部に昇任することができます。 

 
11 共 同 試 験 
試験区分「警察官Ａ男性」の第１次試験は、高知県人事委員会が警視庁及び大阪府警察本部と共
同で実施しますので、申込みにあたっては、次の点に注意してください。 
 
(1) 共同試験の概要 
高知県警察、警視庁、大阪府警察のうちから志望先を選んで（第２志望までとします。ただし、
高知県警察の第２志望は認めません。）申込書に記入しておくことにより、当該志望先の第１次
試験を同時に受験したものとして取り扱われます。 

 
(2) 志望先の記入等 
申込みに際し、高知県警察のほかに警視庁又は大阪府警察を志望する場合は、第２志望として
申込書にその志望先を○で囲み、また、高知県警察を志望しないで警視庁又は大阪府警察を志望
する場合は、志望順位に従って申込書にその志望先を○で囲んでください。 
第１志望は必ず記入し、第２志望は志望がなければ記入する必要はありません。 
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なお、申込み後の志望先の変更は認めません。 
 
(3) 合格者の決定等 
高知県警察官以外の第１次試験の合格者の決定は、高知県警察官の合格発表（７月中旬の予定）
以後に、警視庁又は大阪府警察本部が、受験者の成績に基づいて行い、それぞれ合格者に通知し
ます。 
なお、第２次試験の日時、場所等は上記合格通知に併せて通知されます。 
ただし、第１志望の第１次試験に合格した人は、第２志望の第１次試験の合格者とはなりませ
ん。 

 
(4) 給  与 
   平成 19 年 4 月 1 日現在の初任給（地域手当を含む。）は、次のとおりです。  

 東京都（警 視 庁） 約２３７，０００円 大阪府（大阪府警察） 約２１８，４００円 

 
12 試験成績の開示 
この採用試験の受験者は、成績の開示を下記により請求することができます。 

請 求 者 第 1次試験又は第 2次試験の受験者（ただし、高知県を志望した人に限る。） 
請 求 期 間 最終合格発表日（8月下旬予定）の翌日から平成 19 年 9月 28 日（金）まで   

開 示 内 容 

・第 1次試験のみの受験者に対しては、第 1次試験の総合得点と順位 
・第 2次試験の受験者に対しては、総合得点（第 1次試験の得点を含む。）と順位 
・ただし、体力試験、実技試験、身体精密検査、適性検査、口述試験のいずれかで不
合格となった場合は、どの試験又は検査により不合格となったのかのみの開示とな
ります。 

＜郵送による請求＞ 
受験申込み後、送付された受験票から切り離した試験成績開示請求書に必要事項を
記入のうえ、返信用封筒（定型、縦 14～23.5cm × 横 9～12 cm）を同封して、高知
県人事委員会事務局に郵送で請求してください。 
※ 返信用封筒には必ずあて先を記入し、返信用切手 430 円（簡易書留相当分）を貼
ってください。 請求の方法 

＜口頭による請求＞ 
高知県個人情報保護条例第 23 条第１項の規定に基づき、口頭により開示請求を行
うことができます。この場合、土曜、日曜、祝日を除く午前９時から午後５時３０分
までの間に高知県人事委員会事務局に直接おいでください。 
電話による開示請求はできません。 

 
13 論文試験及び集団討論課題の出題例 
(1) 論文試験課題 
本年度に試験が実施される試験区分について、平成 18 年度に出題された課題の要約は、次のと
おりです。 
 

試験区分 要            約 

警 察 官 Ａ 男 性 ・ 女 性 

警察官Ａ男性（武道指導） 

「安全・安心まちづくり」を進めていくうえで、地域の自主防犯活動
を活性化させるために、警察としてどのように取り組むべきかについ
て 

 
(2) 集団討論課題 
平成 18 年度に出題された課題の要約は、次のとおりです。 
○ 警察による国際協力の必要性が言われるようになった背景と、日本警察の特性を活かした
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国際協力をより積極的に推進していくための具体的方策について 
○ 防犯カメラの設置の是非について、犯罪の抑止効果や犯罪捜査への活用とプライバシー保
護の関係についてと、防犯カメラの効果的な設置や活用について 
○ インターネットの発展の功罪と捜査への活用についてと、インターネット利用犯罪を抑止し、
被害の拡大を防ぐための取り組みについて 
○ 子どもが被害者となる重大事件が多発している要因についてと、子どもを犯罪から守るため
に警察と他の関係機関が連携して取り組むべきことについて 
○ 交通事故の原因の 1つとして考えられる、交通違反をなくすために必要なことについてと、 
 平成 18 年３月に中央交通安全対策会議が作成した「第８次交通安全基本計画」の計画目標を
達成するために、高知県警察としてどのような対策が必要かについて 
○ 警察官が死傷する事案が全国的に多発している原因と、死傷事故を防止するための具体的な
方策について 
 
○ 厳しい勤務の中、交通警察官が誇りを持って仕事をしている理由と、交通警察官の勤務環境
をどのように改善していけばよいかについて 
○ 高齢者の交通事故死者数が増加している原因と、高齢者の特性をふまえ、事故を防止する効
果的な方策について 
○ 現に捜査中の事件について、報道機関が捜査状況を逐一報道した場合に、捜査遂行上どのよ
うな影響（メリットとデメリット）があるかと、犯罪捜査を行う警察と報道機関の関係はどう
あるべきかについて 
○ 警察として、地震災害に備えて平素から準備しておく対策と、地震災害が発生した場合に取
るべき対応について 

   ○ 「振り込め詐欺（恐喝）事件」で多くの被害が発生している要因と、被害を防ぐために必要
な対策について 
○ 自殺を防ぐために社会全体として取り組むべきことと、警察として取り組むべきことについ
て 
○ 犯罪被害者対策を行うにあたって、どのようなことに留意すべきかと、警察及び行政が行う
犯罪被害者対策は、それぞれどのようなものがあるかについて 

 
論文試験・集団討論の課題及び試験問題の例題は、高知県人事委員会のホームページ 
http://www.pref.kochi.jp/~jinjiiin/keikaku.htm に掲載しています。 
また、県民室（高知県庁本庁舎）でも閲覧できます。 

 
14 そ  の  他 
この試験についての問い合わせ先は、高知県人事委員会事務局又は高知県警察本部警務課（下記
問い合わせ先）となります。 
 
 
 
 

申込先・問い合わせ先  問い合わせ先 

高 知 県 人 事 委 員 会 事 務 局 
〒７８０－０８５０ 
高知市丸ノ内二丁目４番１号 
高知県庁北庁舎３階 
電話 088(821)4641 

ホームページアドレス 
http://www.pref.kochi.jp/~jinjiiin/keikaku.htm 

 高 知 県 警 察 本 部 警 務 課 
〒７８０－８５４４ 
高知市丸ノ内二丁目４番３０号 
電話 088(826)0110 内線2613・2614 
（フリーダイヤル） 0120-032-376 

ホームページアドレス 
http://www.i-kochi.or.jp/hp/kenkei/ 
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受験申込書提出先及び第 1次試験会場の案内図 

 
 

注    意 
１ 高知小津高等学校及び高知丸の内高等学校は、土足禁止ですので、必ず上履きを持参してくだ
さい。 
また、敷地内は全面禁煙です。 
２ 試験場には、駐車場がありませんので、車の乗り入れを禁止します。 
３ 試験場付近には食堂等が少ないので、受験者は昼食の準備が必要です。 
４ 試験場のゴミ箱は使用できませんので、ゴミは各自が持ち帰ってください。 
５ 第１次試験で実施する身体検査及び体力試験では､運動服､ショートパンツ及び体育館で使用
する運動靴が必要です。 
また、「武道指導」の受験者は、柔道の場合は柔道着、剣道の場合は剣道衣・袴・防具及び竹
刀を必ず持参してください。 
６ コンタクトレンズ又は眼鏡を使用する人は、必ず持参してください。 
７ 試験中は計算機能等が付いた時計、携帯電話の使用はできません。 


